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１ はじめに 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、社会に多大な打撃を与えるとともに、社

会変革を促す未曽有の災害である。これを、東日本大震災と比べたときに、その全世界に

及ぶ広範囲性や何年も続く持続性において相違がある。また、いわゆる「スペイン風邪」

などの過去のパンデミックと比べたときに、ICT など技術的状況やグローバル経済などが

異なる。しかし、このようなパンデミックは、人口増加や温暖化などを背景に開発が進み、

社会・経済活動のグローバル化が進むという状況下において、今後も発生する可能性は高

い。我々が今回のパンデミックの経験から学ぶべきことは多いと考える。日本学術会議で

は、2020 年３月６日の日本学術会議幹事会声明「新型コロナウイルス感染症対策に関する

みなさまへのお願いと、今後の日本学術会議の対応」［1］を皮切りに、多くの公開講演会、

『学術の動向』での特集、専門分野を跨いだ「パンデミックと社会に関する連絡会議」の

設置など、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに関する状況把握や感染拡大防止、

治療、社会的対応に関する調査研究や情報提供活動に取り組んできた（ウェブサイト「日

本学術会議の新型コロナウイルス感染症に対する取組」［2］参照）。 

本報告書は、その一環として、経済を支えている経営実践、それを対象とする学問であ

る経営学研究、それを次世代の実践や研究につなぐ経営学教育に対して、今回のパンデミ

ックがどのような影響を与えてきたか、また、どのような適応や変容がなされてきたかに

ついての実態把握に努めるとともに、今後の経営実践、経営学、経営学教育の在り方など

について多角的な視点から検討するものである。そして、それを踏まえて、今後起こりう

る同様の災害に備えるための社会的方策について暫定的な見解を示そうとするものである。 

その方法については、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが最近の出来事であっ

て情報が不充分であり、諸知見の評価も定まっていない状況にあることや、多岐にわたる

研究方法や研究対象が並立している経営学の特性上、分科会メンバーそれぞれの専門性を

活かして、国内外の主要研究や統計調査をバランスに気をつけながら選択的にレビューす

るという方法を採択した1。また、分科会メンバーではカバーできない専門領域については、

分科会外部の適切な専門家にも照会を図った。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症のパンデミックの経営実践への影響 

(1) 企業経営への影響 

① 企業業績への影響 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる災禍（以下、コロナ禍と略記）による

初めての緊急事態宣言発令直後である 2020 年４月時点での企業調査から、コロナ禍初期で

の業績変化をみていく。調査は 314 社（有効回答 292 社）の人事担当者を対象に組織学会

と HR 総研との共同で実施された（服部ら 2020）［3］。本調査では、コロナ禍によって各企

業の事業活動がどの程度の影響を受けたのかについて、主要事業活動への影響および売上

の変化を尋ねている。主要事業活動への影響としては、事業の縮小または停止を行った企

業の割合が 67%となり、全体の３分の２の企業がコロナ禍によるネガティブな影響を受け

                                                  
1 本報告書で使用したデータは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが社会に急性的な影響を及ぼした 2020

年度（2021 年３月まで）に関するものを主としているが、分析の必要に応じて 2021 年４月以降 2022 年９月までのデ

ータについても一部参照している。 
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ていることが示されている。一方、わずか（４%）ではあるが、事業の拡大を図れた企業も

あることに注意すべきである。こうした傾向には、企業立地や企業規模による大きな相違

はみられなかった。また、売上への影響としては、大きく減少した（24%）と少し減少した

（45%）を合わせると約７割の企業が売上高の減少を経験していることが分かる。特に 100

名以下の規模の小さな企業やサービス業に属する企業ほど売上高の減少が大きくなる傾向

がみられた。 

同様に財務局による継続的な調査（2020 年４月・７月・10 月、2021 年１月）［4］［5］

［6］［7］の結果をみても 2020 年４月から５月をピークとして売上高の減少の割合（75.4%）

が最も高くなり、その後徐々に減少割合が低下していることが示されている。 

こうした主観的な業績変化を、東京商工リサーチによる 2021 年３月期決算（17万 76社）

の分析［8］から確認すると、全体としてコロナ禍の影響で売上が落ち込む一方、利益は逆

に上昇に転じる減収増益の傾向が読み取れる。売上高の減少または横ばいと回答した企業

の割合は 63.0%であり、前述した企業業績の主観的認識と概ね合致しているといえる。一

方、人件費などのコスト削減努力や政府からの支援をうけて増益した企業の割合は 49.2％

と 2020 年３月期より 4.7 ポイント増加していた。特に資本金 1億円未満の中小企業でその

傾向が顕著であり、政府によるコロナ禍での経済対策の効果があったことが推察できる。 

 

② 資金調達への影響 

緊急事態宣言等の影響によって事業活動の停止や修正を余儀なくされたことから、業種、

業態、事業内容等によっては、業績が著しく悪化し、それによる資金繰りの問題に直面す

る企業が増加した。上場、非上場の種別に関係なく幅広い企業に影響を及ぼし、上場企業

の中には、１兆円規模の資金調達を 2020 年に行った企業もある。内閣府（2021）［9］によ

ると、借入残高の増加幅は、リーマンショック時を大幅に上回っているが、中小企業によ

る寄与が大きいという。これは、リーマンショック時には金融機関が財務上の問題を抱え

ていたために信用リスクの高い中小企業への貸し渋りがあったのに対し、今回はそのよう

な状況にないことが大きいと考えられる。 

2021 年４月の中小企業白書［10］によれば、中小企業の多くは、政府等の主導によって

実施された給付金や助成金、政府系の金融機関による融資によって資金補填を行っている。

しかし、その依存度合いは、業種、事前の自己資本比率等によって異なる。具体的には、

緊急事態宣言等による活動の制約による影響を大きく受けた宿泊業や飲食サービス業、お

よび、事前の自己資本比率が低い企業において、2020 年における新たな借入れの必要性が

増加した。また、新型コロナウイルス感染症の流行は、経営者の手元現金預金に対する意

識にも影響が及んだことも明らかにされている。流行前に比べると、安定的な事業継続の

ために必要だと考える現預金水準が月商の６ヶ月以上となり、それ以前に比べると、より

長期になると考える経営者が増加したのである。このように、コロナ禍の影響は、資金余

力に関する中小企業経営者の意識を変えることにつながったようである。 

 

③ 雇用への影響 

コロナ禍に見舞われた 2019 年 12 月以降 2020 年 12 月までの就業状態の変化を分析した

川田(2021)［11］によると、就業状態の変化の特徴として以下が指摘される。第 1に、2020
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年４月に発出された緊急事態宣言により、200 万人以上という規模で急速に休業者数が増

加する一方で、就業者数は全体として減少したことが確認できる。ただし、急速な休業者

数の増加はその後 2020 年６月にいったん収束している。第２に 2020 年６月以降は休業者

が減少する一方で、失業者数の高止まりが継続している。第３に 2020 年６月以降の失業者

数の増加は 2008 年のリーマンショック時と同様の水準であることが確認された。 

急速な休業者数の増加の内訳をみると、女性で家事などのかたわら従業している者や性

別を問わず通学のかたわら従業している者の減少によって休業者数の増加の大部分を説明

することができる。コロナ禍による緊急事態宣言の発令とともにパートやアルバイトとい

う就業形態が最も深刻な影響を受けたことが推察される。 

川田(2021)の分析は 2020 年 12 月までのデータを分析対象にしているため、2021 年１月

以降については筆者らが労働力調査のデータを確認した［12］［13］。その結果、就業者数

は 2021 年に入ってもおおむね横ばいで推移しているとともに、失業者数は 200 万人弱のレ

ベルで高止まりをしていることが明らかである。その後いわゆる第３波の終息とともに

2021 年３月に失業者数が 180 万人程度にまで減少したが、第４波(2021 年４、５月)の影響

により 2021 年７月には 190 万人程度まで増加するなど、感染状況にあわせて増減を繰り返

す傾向がみられた。2021 年７月以降は対前年比では失業者数の減少傾向がみられるように

なってきたが、2022 年 9 月時点でも依然としてコロナ禍以前よりも失業者数は高止まりし

ている。 

 

④ 経営計画および戦略への影響 

ここでは、企業経営への影響を中期経営計画の開示情報にもとづいて見ていく。東証一

部上場企業（銀行業、証券・商品先物取引業、保険業、その他金融業を除く）について、

2019 年 12 月 1 日から 2021 年８月 31 日までの期間を対象として調査した2。調査の結果、

コロナ禍を原因とする中期経営計画について何らかの変更または修正を行った企業は 367

社であった。これらの内訳は、経営計画の目標値を変更した企業が 137 社、経営計画その

ものを変更した企業が 134 社にのぼった。さらに、最終年度または当該年度の目標数値を

未定としたのは36社、目標値の取り下げは27社、計画そのものを取り下げた企業は19社、

次期中期経営計画の公表を延期または未定とした企業は 103 社であった。 

このうち、コロナ禍前（2019 年以前）開始の中期経営計画で、2020 年中に何らかの変更・

修正などを行った企業は 195 社ある。2020 年度が計画の最終年度であるものの当該年度中

に計画を変更した会社は 56 社であった。その内容として、目標値の修正（27 社）、目標数

値未定（７社）、目標値の取り下げ（６社）、中期経営計画の変更（25 社）、中期経営計画の

取り下げ（３社）であった。また次期（2021 年度以降）の中期経営計画の公表・策定の延

期をした会社も 13 社あった。2019 年以前計画開始 2021 年度以降計画終了する企業 137 社

のうち、2020 年中に変更を行った企業は 90 社あり、目標値の変更を行った企業は 38 社、

計画そのものを変更した企業は36社、目標値の取り下げが15社、計画期間の延長が10社、

計画自体を取り下げた企業は８社であった。 

これらの開示は決算発表期の 2020 年６月が最も多くなっているが、新型コロナウイルス

感染症パンデミックの第１波による緊急事態宣言が 2020 年４月にされたことを考慮する

                                                  
2 プロネクサスの企業情報データベース eol を使用し、東証一部上場企業を対象としたキーワード検索を行った。 
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と、４月から５月にかけて経営計画の大幅な見直しが行われたものと推察できる。なお、

同様の分析を行っている中條（2021）［14］は、有価証券報告書の「事業等のリスク」にお

ける「感染症」または「パンデミック」の記載企業が、2019 年 12 月期決算の企業から急増

していること、2020 年度（2020 年４月）以降に中期経営計画の修正が急増していることか

ら、感染症のパンデミック化を想定していない企業が多かったのではないかと指摘してい

る。今回の調査からも、コロナ禍において経営環境の不確実性が高まり、経営戦略が既存

のシナリオ通りに実施することが極めて困難になったことが明らかになった。さらに、中

期経営計画の公表・策定の延期をした企業も多数あったことに注目したい。 

 

⑤ 組織・人事への影響 

ア マクロ的変化 

コロナ禍によって就労環境が大きく変化したが、これを組織・人事におけるマクロ的変

化と呼ぶことにする。マクロ的変化の第１は人流抑制のためにリモートワークが急速に導

入されたことだと指摘できる。リモートワークとは遠方にある事業所に出社をせず、自宅

やサテライトオフィスなどで従業することと捉えるが、2020 年４月の緊急事態宣言発出時

には８割程度の企業がリモートワークを導入していることが報告されている［15］［16］。

我が国全体としてリモートワークは急速に進んだが、大企業、正規労働者、都心部、高所

得者ほどリモートワークを活用する割合が高いなど、一律にリモートワークが展開された

わけではない［17］［18］［19］。くわえて、対面での業務が避けられない小売業やその他サ

ービス業に従事する女性労働者のリモートワーク比率も相対的に低いことも報告されてい

る［20］。我が国の社会全体として急速に導入の進んだリモートワークではあるが、リモー

トワークに親和的な業種や職種があり、リモートワークの導入は濃淡がある。リモートワ

ークがわが国の労働環境に定着したかどうかについては判断が分かれるが、中小企業にお

いても事業継続性の観点から積極的にリモートワークを実施する割合が増えるといったレ

ジリエンス向上に向けた動きもみられる。 

 

イ ミクロ的変化 

コロナ禍によるリモートワークの急速なかつ半ば強制的な導入によって、労働者の心理

面でも大きな変化がみられた。それを、ここではミクロ的変化と呼ぶ。従来対面でのやり

取りやすり合わせを得意としてきた我が国の職場において急激なオンラインツールの導入

は、労働者に評価への不安や疎外感をもたらした可能性がある［21］［22］［23］。就労環境

の急激な変化やコロナ禍への不安からメンタルヘルス問題が深刻化したことが報告されて

いる（佐々木ら 2020）［24］。一方で、女性労働者にとってはポジティブな影響をもたらす

一面もあることがうかがえる。㈱Waris(2021)［25］による調査によれば、リモートワーク

ができるようになった（85%）ことに加え、家族との時間が増えた（41%）、仕事の効率が良

くなった（34%）、配偶者が家事を手伝ってくれるようになった（33%）といったプラスの影

響が報告されている。コロナ禍による急速なリモートワークの導入は、コミュニケーショ

ンの希薄化による不安やストレスが生じている半面、対面での仕事が困難な労働者やリモ

ートワークに親和的な職務に従事するものにとってはプラスの影響をもたらしたことが示

唆される。 
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（２） マーケティングへの影響 

ここでは、コロナ禍が、消費者の商品購買に際し、どのような影響を及ぼしたのか。日

本人消費者への調査結果から論じ、国内でのマーケティングへの影響を考える。 

まずコロナ禍による、消費者の景気観の変化について、経済学者の Katona(1975)[26]が提

示した経済心理学で用いられる指標からみてみよう3。消費者の購買行動は、自身の経済的

要因、自身を取り巻く社会の要因、そして自身の心理的要因の大きく３つの影響を受ける。

経済心理学は、消費者の購買は実際の経済力に加えて、購買意欲により決まるとし、その

購買意欲を以下の６つの指標で捉えることを提唱した。その指標は、年頭と比較して家計

は良くなっている、これから先、家計は良くなる、現在の景気は良い、１年後の景気は良

くなる、５年後の景気は良くなる、現在は耐久消費財を購入するのに適したタイミングで

ある、の６指標である。2019 年上半期から 2021 年下半期まで、半年ごとにその指標の変化

をみると、2020 年上半期に大きく落ち込み、2020 年下半期もまだ戻り切ってはいなかった

が、2021 年上半期には、コロナ禍以前の水準まで戻っていることが明らかになる。つまり、

消費者の購買意欲に関しては、感染症が広がった 2020 年上半期は確かに下がったが、2021

年にはコロナ以前の水準に戻っており、日本全体での消費の落ち込みはなくなっている。 

ただし、全員が同じ動きをしているわけではない。所得が上がると、コロナ禍による影

響が全くない、と回答する人の割合が増えること（840 万円を超えると割合が逆転する）、

所得が 480 万円未満の層ではコロナ禍に関係なく、景気の先行き感に不安を持つ人が 50％

を超えることが示された。2020 年における全世帯の年収の中央値が 437 万円（2020 年厚生

労働省家計調査）であることから、コロナに関係なく、日本の半数以上の人が景気の先行

き感に不安を持ち、コロナによってその割合が増えたことがわかる。 

次に、コロナ禍による消費者の買物意識の変化について考察する。コロナ禍の消費者へ

の影響について、Sheth（2020）［27］は、消費者は①家庭内在庫が増える、②今までの習

慣を見直す、③不必要な買い物の延期、④デジタル技術の進化、⑤店やエンタメが家庭に

来る、⑥自宅で仕事や買い物をする、⑦友人や家族の関係を問い直す、⑧自分の新たな才

能を知る、の８つの変化があるとしている。実際日本ではどうなのだろうか。この８つの

変化のうち、消費に関係する①から⑥について集計すると以下のようになる。 

まず①に関して、ティッシュペーパーや食料品を普段より多めに購入したと回答した人

は、2020 年の上半期でそれぞれ 24.2％と 27.2％、2021 年の上半期で 29.2％と 22.2％であ

り、買いだめ傾向が続いていることがわかる。②今までの習慣と③不必要な買い物の延期

に関しては、買い物を一か所で済まそうとする傾向、価格の安い商品を選ぼうとする傾向、

余計なものは買わないで計画的に買おうとする傾向が、2020 年の調査ではそれ以前よりも

増えており、2021 年では、価格の安い商品を選ぼうとする傾向はなくなったものの、余計

なものを買わないという傾向は続いていた。また、このコロナ禍で登場した「応援消費」

をした人も 14.5％、2021 年の調査では存在しており、今までとは違った形での消費が登場

したことがうかがえる。④デジタル技術の進展に関しては、テレワークが導入されたと回

                                                  
3 分析に供したデータは、公益財団法人吉田秀雄記念事業財団が、2019 年から半年に一回、定点観測を同じ対象

者に対して行い、HP 上で公開している調査データを用いた。今回は 2019 年上半期から、2021 年上半期までの 5 回

の調査、すべての調査で回答を行った、1861 名を調査対象とした。 
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答した人が 2020 年で 38.5％、2021 年では 34.7％にのぼり、すっかり普段の生活に定着し、

⑥の自宅での仕事が増えたことがわかる。⑤の店やエンターテイメントの自宅での楽しみ

に関しては、食品のデリバリー利用が増えた人は 2020 年が 4.6％、2021 年が 7.7％、テイ

クアウトを増やした人が 2020 年で 13.0％、2021 年では 19.0％、動画サービスなどの購入

を増やした人が 2020 年に 12.2％、2021 年で 13％となっている。これらの数値から、Sheth

の示した消費の変化は、その変化量の大きさに違いはあるものの、概ね日本でも当てはま

ると言える。 

まとめると、コロナ禍による日本の消費者への影響は、全体ではコロナ前の水準に戻っ

ており、消費への意欲が低くはないと言える。次に消費者の買物感では、Sheth の指摘し

た、買いだめ傾向やデジタル社会の浸透、食事やエンターテイメントの自宅での消費が増

えているのに加えて、無駄なものは買わない、という傾向がコロナ禍以降、強まっている

ことが明らかになった。 

 

（３） 開示情報への影響 

① 企業活動（管理会計）への影響 

新型コロナウイルス感染症に関する情報を示した最初の企業4は、中国武漢に工場を持つ

企業で、2020 年１月 23 日に武漢工場の稼働についてその他適時開示情報として流してい

る。続いて、東証一部上場企業で 2020 年 1 月に新型コロナウイルス感染症（新型肺炎を含

む）に関する情報を開示したのはこの企業を含め 24 社であった。そのうち３社が中国の工

場稼働に関する情報、経済への懸念（14 社）、従業員のマスク着用（1 社）、勤務体制の変

更（１社）、中国への支援（１社）、業績予想の修正／未定（４社）で、１月末時点では将来

の経済への先行きや業績に対する影響を懸念する情報を開示した企業は 18 社ほどであっ

た。２月１日〜29 日になると、266 社がコロナ禍への経済環境に対する懸念を示すように

なった。多くが決算短信での開示になるが、１月とくらべて 10 倍ほどの企業が新型コロナ

ウイルス感染症に関する経済・経営への影響懸念について記述している。この時期から、

コロナ禍の経営への影響は、従業員や顧客への健康被害という衛生面での影響から、経営

環境の不確実性要因へと変化しているといえる。 

また、企業活動への影響であるが、１月中は、中国に工場やサプライヤーをもつ一部の

企業の経営への影響であったが、中国の新型コロナウイルス感染症が世界各地に拡大し、

４月の緊急事態宣言の発出以降は国内外工場の操業停止と原材料・部品調達の問題がおこ

ってきている。新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる工場操業停止や部品調達

の遅延・不足は、アジアの局地的な影響から世界中へと拡大した。加えて、パンデミック

の波が世界の地域で次々と発生するため、その影響を見込んでの部品調達や生産計画を立

てることは極めて難しくなったと言えよう。これら工場操業停止や原材料調達、部品調達

の困難、停止について有価証券報告書および四半期報告書で言及した企業はのべ 874 社に

のぼっている。特に 457 社が新型コロナウイルス感染症の対策本部を立ち上げたことにつ

いて有価証券報告書および四半期報告書に記載している。このような記述は、コロナ禍で、

日本企業が平常時のマネジメント・コントロールでは立ち行かなくなったことを示唆して

いる。 

                                                  
4 プロネクサスの企業情報データベース eol を使用して、東証一部上場企業の適時開示情報から抽出した。 
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②  財務会計への影響 

ア 見積り項目への対応 

固定資産の減損や繰延税金資産の見積り（資産性の確認）のような「見積り項目」の金

額決定には不確実性が伴うが故に、もともと財務会計、監査の領域において、財務諸表の

作成者による恣意性の介入や見積りの精度に疑問が持たれてきた［28］。他方で、経営者固

有の予測を含む情報として、投資者の企業価値推定にとってこれらの見積り項目は重要な

役割を果たしているとも考えられている。多数の見積り項目の中でも、とりわけ、項目と

金額の両方において重要性を持つと考えられる、固定資産の減損損失の計上と繰延税金資

産の回収可能性の判断に関して、コロナ禍に伴って何が困難となっており、当該困難に対

してどのような制度的解決が図られているかを紹介する。 

まず、固定資産の減損損失の計上とは、当該固定資産への投資に見合ったリターンの回

収が見込めない資産の価値を切り下げる処理であるが、コロナ禍に伴う不確実性の上昇に

よって、将来キャッシュフローの推定が極めて困難になっている［29］［30］［31］。続いて、

繰延税金資産は、将来減算一時差異のうち、将来課税所得の減算の効果がある金額であり、

繰延税金資産は将来における回収可能性、つまり、将来における十分な課税所得の発生を

前提として計上が認められる。この将来において十分な課税所得が発生するかどうかが、

コロナ禍によって予測困難となっている。 

これらの問題に対して、会計基準設定主体の取るべき選択肢には、見積りの精度が低く

ても見積りを続けさせるか、一時的にせよ当該見積りを止めさせるかしかない。日本の会

計基準設定主体である、企業会計基準委員会は、見積りを継続させると同時に過去に例の

ない以下のような対応を行った［32］［33］。 

第１に、コロナ禍によって不確実性が高くなっている状況下でも、見積りを行う必要が

ある、第２にその場合に、パンデミックの今後の広がり方や収束時期等に関して、一定の

仮定をおいて見積りを行う必要がある。また、その仮定についても具体的に開示する、第

３に上記の仮定を立てる場合に、外部の情報源に基づく客観性のある情報を用いることが

望ましいが、パンデミックの場合にはそのような情報がないため、企業が自ら一定の仮定

をおくしかない、第４に企業が一定の仮定を置く場合に、最善の努力を払う必要がある。

また、企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行っ

た結果として見積られた金額については、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても「誤

謬」にはあたらないとされた。誤謬となると、通常、財務諸表の作成者は、訂正有価証券

報告書を出さなければならなくなるが、コロナ禍では、会計基準設定主体がそれを免ずる

という対応をしなければならないほど追い詰められていたことが分かる。 

 

イ 「次期の業績予想」の困難性 

日本では、上場企業が自社の将来の（主に次期の）経営成績・財政状態等について、主

要な経営指標（例えば、売上高、利益、ROE など）の見込みや、将来の経営成績に影響を与

える財務指標（例えば、設備投資や研究開発に係る支出など）の見込みを開示している（ア

ナリストも業績予想を行うが、ここでは経営者自身による業績予想）。上場企業に義務付け

られているわけではないが、日本証券取引所が上場企業に対して、経営者による業績予想
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の開示を推奨しており、ほとんどの企業がこれに従い公表してきた［34］。 

ところが、コロナ禍の影響により 2020 年 3 月期決算においては、「次期の業績予想」を

公表しない企業が６割近くになったという［35］。 

コロナ禍が業績に大きな影響を与えている航空業界の事例をみてみたい。航空業界大手

である日本航空では、2020 年度及び 2021 年度の、ANA では 2020 年度３月期の決算短信に

おける業績予想を断念している。日本航空の 2020 年度３月の短信での説明は以下のとおり

であり、ANA も同決算短信においてほぼ同様の説明を行っている（５頁）［36］。 

「・・・新型コロナウイルス感染症は、日本のみならず世界各国においても終息の兆し

が見えておらず、その影響度合いを現時点で見通すことは不可能な状況です。そのため、

当社グループにおいては、新型コロナウイルスの感染拡大が当社グループの業績に与える

影響について、現時点において見極めることが困難なことから、2021 年３月期の業績予想

の開示は差し控えることといたします。今後、終息の兆しが見え影響の度合いが一定程度

見極められた段階で、速やかに業績予想をお示しすることといたします。」（10 頁） 

次期の業績予想を行うことが義務付けられているわけではないことと、コロナ禍に伴う

不確実性下であっても予想した業績が達成できないときの市場からのペナルティを警戒し

た対応と考えられる。 

以上のように新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、以前から財務会計が抱えてい

た見積りに関する問題が顕現し、深刻化している。また、将来の業績を見積り・開示する

という日本の資本市場で行われてきた慣行の継続も困難になっている。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症のパンデミックの経営学への影響 

（１） 研究環境への影響 

コロナ禍は、研究環境に対しても重大な影響を及ぼしている。例えば、影響度合いが大

きいものとして、フィールドワークの困難性がある。広義の経営学研究では、経営実務の

現場に赴き、観察や調査を行うフィールドワークが必要とされることも多い。コロナ禍の

拡大は、企業の経営・財務戦略や働き方など、幅広い経営事象に変化を生じさせた。本来

であれば、このような時こそ、研究対象へ接近し、その実態や変化の観察・調査が必要で

あったにもかかわらず、実際には様々な活動制約がかかり、フィールドワークの実施は限

定的にならざるをえなかった。 

一方、広義の経営学分野に限定したものではないが、学会やミーティングのオンライン

化が進んだことは、正負両方の影響があった。オンライン化は、新たな交流の機会や、各

地域・諸外国に赴くことでこそ獲得可能な観察の機会を奪うことになる。その反面、オン

ライン化は、地理的・時間的制約の緩和につながり、移動コストと時間の節約には大きく

貢献した。ただし、国際的な学会や会合への参加については、時差がある中で参加すると

同時に、国内業務への関与も可能となり、一時的な過重業務をもたらすことにもなった。

以上のように、必ずしもその全てが負のものではないものの、コロナ禍は、経営学の研究

環境に対して多様な影響を及ぼしている。 

 

（２） 研究課題への影響 

研究課題へ及ぼした影響を明らかにするため、新型コロナウイルス感染症拡大時期にお
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ける国内外の広義の経営学分野における研究動向を調査した。具体的には、2020 年におけ

る新型コロナの国際的な感染拡大以降、2021 年９月までの期間に、国内外の主要な学術的

学会で報告された、または学術雑誌で公表された論文を調査対象とした。日本の研究は、

日本学術会議協力学術研究団体に登録された学術学会の大会や学会誌、CiNii、および

Google Scholar といった検索エンジンを用いた。一方、海外の研究は、各分野において国

際的な評価が確立された学会や雑誌で、報告または掲載された研究が中心である。 

 

 

①  経営学(狭義) 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックに関する経営学（狭義）の研究動向を日本と

世界に分けてみる（図表１、２）と、日本では働き方など人的資源管理に関する研究が特

に多く組織行動や地域経済の経営に関する研究がそれに次ぐ。基本的に就労の問題や地域

経済への影響の状況把握が急務として研究対象とされたものと解される。 

世界の研究動向を見てみると、組織行動が突出している。働き方のみならず、より多様

な視点での組織の中の人々の行動変容に注目をしていると解される。組織・経営理論がそ

れに次ぎ、企業家研究、人的資源管理、経営戦略なども比較的多い。企業家研究や経営戦

略については地域経済のみならず経済全般の企業活動に関わるものと解すれば、日本の研

究動向と目立って異なるのは組織・経営理論であろう。なお、図表１、２においては、テ

ーマが複数に及ぶ研究は複数領域でカウントしており、他方でいずれの領域に分類されな

い研究も存在する。図表３～６のマーケティングや会計・ファイナンス分野での研究動向

についても同様の方針で作成している。 

 

図表１：日本における新型コロナウイルス感染症に関する経営学の研究動向（領域別）5 n=111 
領域 人的資源管理 組織行動 地域 起業・中小企業 教育 組織変容 経営戦略 国際経営 

割合 24% 13% 10% 8% 6% 6% 6% 5% 

 

図表２：世界における新型コロナウイルス感染症に関する経営学の研究動向（領域別）6 n=212 
領域 組織行動 組織・経営理論 企業家 人的資源 経営戦略 経営・組織的認知 

割合 25% 15% 11% 10% 9% 9% 

 

具体的な研究内容については、日本の研究において、働き方の変容に関する研究が目立

つ。中でもリモートワークに関わる研究で、導入率やコミュニケーションへの影響、在宅

勤務によるワーク・ライフ・バランスへの影響などについての実態調査や議論が多い。ま

た、地域経済や業態変化、起業行動などに関わる研究も多くみられ、特徴としてはコロナ

禍を地方企業にとっての変革機会、成長機会として捉えようとするポジティブな研究がそ

の半数以上を占めていることである。背景には、接触機会の回避やインターネット取引の

拡大という傾向が地理的な距離というコロナ以前のハンディキャップを抑制したことにあ

ると考えられる。 

                                                  
5 日本学術会議登録の経営関連学会による学会誌及び学会報告、さらにそれらの学会員による研究報告のなかで

狭義の経営学に当たるもの 111 件をもとにしている（2021 年 9 月 30 日まで）。 
6 経営学（狭義）で世界最大の学会である Academy of Management の年次大会（2021 年 7 月 30 日～8 月 4 日）の

COVID-19 に関わるセッション 212 個を学会による分類ごとに集計した。 
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世界の研究動向を研究内容からみると、実態調査に基づき、このパンデミックが従業員

の不安感を高めたり、特にヘルスケア従事者に高いストレスを与えたり、サプライチェー

ンを分断したり、対面が重要なカギとなる研究開発活動や技能形成を阻害したりなど、従

来の企業が抱える様々な脆弱性を顕在化したことを示している。他方で、それらが今後の

経営変革や成長の機会ともなるという論調も多い。2021 年７月 23 日現在に EBSCO のデー

タベース Business Source Premier において COVID-19 をキーワードとした文献でワード

検索した結果によれば、157,361 件中、finance (15,951 件、 10%)、work (13,455 件、 

8.6%)、healthcare (11,378 件、 7.2%)、security (10,674 件、 6.8%)、employment (7,373

件、 4.7%)などが上位に並ぶなか、その次のクラスとして telework (3,958 件、 2.5%)、

communication (3,945 件、 2.5%)、supply chain (2,639 件、 1.7%)、workplace（2,470

件、 1.6%）、innovation (2,110 件、 1.3%)が一定の存在感を示していた。日本において患

者の搬送や受け入れ、ワクチンやその他の予防・治療資材の輸送や分配、感染症やワクチ

ンに関する情報伝達において混乱をきたした経験を踏まえると、サプライチェーンやコミ

ュニケーション、それらにおける ICT の活用など研究の発展と社会実装が期待される。 

 

②  マーケティング 

図表３と４は、マーケティング分野における新型コロナウイルス感染症のパンデミック

に関する研究動向である。図表３は日本、図表４は海外について、それぞれ３本以上の研

究でテーマになった領域のみを示している。 

 

図表３：日本における新型コロナウイルス感染症に関するマーケティング分野の研究動向（領域

別）7 n=40 

領域 消費者行動 観光 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・広告 営業・販売 地域 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ全般 

割合 25% 18% 15% 10% 10% 8% 

 

図表４：海外における新型コロナウイルス感染症に関するマーケティング分野の研究動向（領域

別）8 n=6 

領域 消費者行動 コミュニケーション・広告 

割合 50% 50% 

 

図表３と４によると、日本と海外の両方において多いのは、消費者行動に及ぼす影響に

関する研究である。これにコミュニケーション・広告が続いている。世界各国の政府は、

新型コロナの拡散を防ぐために、移動の制限、企業の閉鎖、集会の禁止など、前例のない

様々な非医薬品介入を行ったため、対面での購買が制限され、購買形態の変化、購買心理

                                                  
7 google scholar で検索し（2021 年 7 月 22 日現在）、論題から新型コロナ関係のものであることが識別できた 18 件。

国内学会報告は、マーケティングに関わる日本学術会議登録の経営関連学会（日本商業学会、日本消費者行動学

会、日本マーケティング学）会の年次大会の学会報告でのすべての報告（パネルセッション等を含む）のなかで、論題

から新型コロナ関係のものであることが識別できた 22 件をもとにしている。 
8 2021 Annual ConferenceAcademy of Marketing Science/ 2021 World Marketing Congress, Association for 

Consumer Research conference 2020 における報告において、key word に COVID-19 が含まれていることが識別で

きた 6 件をもとにしている。 
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の変化に伴うものと考えられる。 

一方、海外と比較し、日本の特徴は、観光、営業・販売、地域活性に関する研究が多い

傾向にあることである。人流制限、対面が困難な状況下における、新しい様式での観光、

営業・販売の在り方など喫緊の課題に対する運用に関する研究が多かった。コロナ禍以降、

日本においては、地域内限定の観光、都市部から地域への移住などの動向がみられ、それ

らの変化に対応するための研究が増加したと考えられる。海外でこれらについての報告が

みられていない理由として、日本より感染による重症者、死亡者が多く、観光そのものが

不可能な時期が長く、さらに日本より厳しい外出制限・移動制限が政府レベルでとられて

いたことが推察される。逆に海外では、消費者の生活や買い物行動の変容、それに対応し

たデジタル技術の活用やサービス・イノベーション、サプライチェーン・マネジメント等

に関する研究の増加が見られる。 

世界、日本ともに制限が徐々に解除されている状況において、今後、消費意欲は徐々に

回復し、コロナ前の水準になると予測される。一方で、所得減の影響や在宅が増加するな

どのライフスタイルの変化、デジタル技術の進化により、その消費行動は変容し、これら

は元に戻るのではなく、変容し続けると考えられる。したがって、今後は、消費者はどの

ような製品・サービスに価値を感じて優先度をおくのか、消費の対象を自身からコミュニ

ティや社会全体へとシフトするのか（誰のために消費するのか）といった、消費の質的変

化に関する研究が必要であろう。 

また、諸外国では、新型コロナウイルス感染症対策（ワクチン接種行動など）として、

マーケティングの概念や手法を用いて向社会行動への変容を促す「ソーシャル・マーケテ

ィング」分野の研究が重要な役割を担った。政府による施策立案とその評価、公共のコミ

ュニケーションとメッセージング、メディア・プロモーション、マイノリティ・グループ

などターゲット・グループへのアプローチなども含まれ、例えば英国では、早くからソー

シャル・マーケティングに基づくワクチン接種促進戦略が国家レベルで立案され、円滑に

実施された［37］。 

日本でこれから開拓が求められる領域としては、このような公共のコミュニケーション

（メッセージング）や、向社会行動の促進、向社会的な事業・活動に対する資金調達（ク

ラウドファンディングなど）に寄与するコミュニケーションなどが挙げられる。 

パンデミックという、自身の力でコントロールできない大きな環境変化を経験し、人々

の価値観は変容しつつある。さらに、パンデミックや災害は繰り返されることから、従来

主流である「いかに消費を増やすか」という研究から、有事における危機管理のコミュニ

ケーション、公共のコミュニケーションやメッセージング、社会全体に資する行動への変

容促進などを含めた「価値創造と持続的社会」に関する研究への大きなパラダイムシフト

が必要であると考えらえる。また、危機管理や行動促進の主体は、必ずしも企業ではなく、

政府・自治体、NPO も考えらえるため、対象組織の形態を広く視野にいれた研究も必要にな

るであろう。 

 

③  会計・ファイナンス 

図表５と６は、会計・ファイナンス分野における新型コロナウイルス感染症に関する研

究動向である。図表５は日本、図表６は海外について、それぞれ３本以上の研究でテーマ
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になった領域のみを示している。 

 

図表５：日本における新型コロナウイルス感染症に関する会計・ファイナンスの研究動向（領域

別）9 n=28 

領域 実務 ガバナンス 中小企業 資金調達・株式市場 行動経済 理論・基準 

割合 36% 11% 11% 11% 11% 11% 

 

図表６：海外における新型コロナウイルス感染症に関する会計・ファイナンスの研究動向（領域

別）10 n=35 

領域 実務 資金調達・株式市場 大学・学校教育 ICT 

割合 29% 29% 29% 9% 

 

図表５と６によると、日本と海外の両方において最も多いのは、会計や監査の実務に及

ぼす影響に関する研究である。海外の場合は、資金調達や株式市場へ及ぼす影響、および

教育関係の領域が同数で多い。これら主要な領域は、いずれも、会計・ファイナンスの分

野において新型コロナの蔓延が大きな影響を及ぼした業務・内容であると考えられる。 

例えば、会計・監査実務に関する件数が多い背景には、財務諸表の作成やそれに対する

監査という業務では、（実地）棚卸やそれの立会いといった遠隔での対応が難しいものが多

く含まれていることがあると考えられる。各研究では、この種の問題に対して、実務では

どのような対応がとられたか等が議論されている。また、新型コロナウイルス感染症蔓延

によって業務停止が余儀なくされる中では、企業の資金繰り悪化や将来業績の不確実性の

増大による株価低下が懸念される。こういった問題に関する研究は、資金調達・株式市場

の領域に含まれている。さらに、会計分野では、会計専門職大学院を設置している国が多

いため、新型コロナウイルス感染症の流行による大学への入校停止措置などを受け、急速

に浸透した遠隔講義の有効性や問題が論点として浮上し、教育に関する研究が多数公表さ

れたものと思われる。 

また、図表からわかるように、国内外において多様な領域の研究が公表されているもの

の、会計・ファイナンス分野では、調査期間中に公表されたコロナ禍に関連する研究は限

定的である。ただし、これらの分野における研究は、国内外ともに、公表データを用いた

実証研究が多いため、データの蓄積を待つ必要があり、公表までに一定の時間を要すこと

になる点を考慮する必要がある。対象期間以降において、コロナ禍に関連する研究報告が

増加する可能性は十分にある。 

最後に、海外研究との対比により、今後日本で進展していく可能性のある領域を検討す

る。まず、日本では会計専門職大学院に入学することが公認会計士試験の受験者にとって

                                                  
9 日本学術会議または学会名鑑に登録のある会計またはファイナンス関連学会による学会誌及び学会報告、さらに

検索エンジンのキーワード検索で新型コロナ感染症関連の研究論文として識別された論文の計 28 件をもとにしてい

る。 
10 アメリカ会計学会とアメリカファイナンス学会の年次大会のプログラム、および会計とファイナンスの分野における主

要 3 雑誌（Journal of Accounting and Economics、Journal of Accounting Research、Journal of Financial Economics、

Review of Financial Studies、The Accounting Review、The Journal of Finance）の掲載研究のうち、新型コロナ感染症

関連の研究論文として識別されたもの計 35 件をもとに作成している。 
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必須ではないことから、大学・大学教育というテーマについては、会計分野固有のテーマ

として分析が進められていく可能性は低いと思われる。一方、資金調達・株式市場につい

ては、新型コロナウイルス感染症が流行する中で、日本企業においても海外企業と同様の

問題に直面していたことが予想される。資金調達や株価変化の分析に必要となるデータは

蓄積されつつあるため、今後、当該領域に関する研究が進められていくかもしれない。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症のパンデミックの経営学教育への影響 

(1) 大学における経営学教育 

① 大学教育の現状 

この章ではコロナ禍が経営学教育に与えた影響を明らかにし、コロナ禍後の社会におい

て経営学教育がどうあるべきかについて検討を行う。まず大学教育の現状を確認したうえ

で、経営学教育の現状と課題を明らかにし、コロナ禍の影響を検討する。 

日本では高度経済成長期を経て、高等教育人口が増大し、大学の大衆化が進みマスプロ

教育の弊害が指摘されるようになった。マスプロ教育を象徴する大教室による対面授業は、

その意義が問われてきたものの、それに代わる抜本的な教育手法が試される機会はなく、

弊害は解決されないままであった。 

それに対して 1991 年に大学設置基準の抜本的見直しが行われた。1998 年には「21 世紀

の大学像と今後の改革方策について－競争的環境の中で個性が輝く大学－」（答申）［38］

で「単位制度の実質化」、「多元的な評価システムの確立」などが提言される。これを踏ま

えた 1999 年の大学設置基準の改正により、「履修科目の登録上限設定」の規程などが新設

される。このように制度的には一定の改革が進められてきたが、大教室における対面授業

の弊害を解決する方向での単位制度の実質化が、どの程度実現されているかは検証が進ん

でいない。 

このような「単位制度の実質化」に関しては、コロナ禍でのオンライン授業の導入によ

り、予習・復習からなる計 30 時間の自己学習が結果的に達成される事例も見られたが、大

学教員と学生の負担の増大や授業と自己学習のバランスを考慮に入れた単位制度の在り方

についての議論が必要である。また履修登録科目数の上限についての再検討も必要である

［39］。オンライン授業の質をいかに確保するかだけでなく、根本的な制度改革についての

議論が必要であろう。 

 

② 経営学教育の現状と課題 

経営学は、マネジメントの学問としてアメリカで大いに発展してきた。応用学問の性格

が強く、実践的な学問となっていることが特徴の一つとして挙げられる。経営学を大学に

おいて教育する際には、応用学問としての多様性を踏まえたうえでの質保証が課題となる。

同時に、実践的な学問の性格から実利的な成果が求められている。例えば企業家や経営者

などのマネジメント人材の育成などであり、それらを踏まえた質保証の議論が必要である。 

研究教育の質保証の観点から、学術会議の報告では経営学と経営学教育を次のように規

定している［40］。経営学とは「営利・非営利のあらゆる『継続的事業体』における組織活

動の企画・運営に関する科学的知識の体系」であり、その学修方法として、「講義、講読、

演習、実習・現場教育など多様な方法」の活用が考えられる。特に「実践に近い学問とし
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て、現場で考え、経験から知識を身に付ける実習・現場教育も経営学では効果的な学修方

法」であるとされている。しかしながら感染症の拡大により、企業への訪問調査や工場見

学などの現場教育は実現できておらず、グループで企業へ訪問調査に出かけ、そこでの共

有体験や気づきを教室に持ち帰り、議論を深めるような講義展開ができなくなっている。

オンライン教育の授業の質がどのように確保されているかを確認する必要があると同時に、

現場教育をいかに取り戻していくかも経営学教育にとっては重要な課題である。 

一方で、コロナ禍により企業経営の実態が変化し、それに対応して経営学の内容が変化

している可能性があり、経営学教育に対する社会の要求も変化している。企業経営に対し

て事業継続計画（BCP）が求められるようになったことを受け、経営学において事業継続性

の議論が盛んに行われるようになり、経営学教育においてもそれらを考慮に入れた教育が

必要となってきている。また、リモートワークの導入により、企業における働き方も大き

く変化してきた。経営学教育においても多様な働き方を念頭においた教育が求められてい

る。 

経営学教育においてこのような変化が求められているとはいえ、短期的にはカリキュラ

ムの変更は難しく、講義担当者の裁量の範囲内において、講義内容を変化させて対応して

いるのが現状である。短期的にはコロナ禍において、現在の経営学教育を維持しながらの

変化への対応が課題となっているが、長期的にはカリキュラムの変更を含め、経営学教育

のそもそもの在り方を検討することが必要であろう。 

 

(2) 経営学教育にコロナが及ぼした影響について 

① 概要 

コロナ禍の影響は 2020 年１月頃から顕在化した。大学に対する影響としては、当初は入

試や卒業式の実施などに注目が集まっていた。その後、2020 年４月７日から５月 25 日ま

で７都府県に緊急事態宣言が発令され、大学の授業に大きな影響を与えることとなる。2020

年４月 23 日の文部科学省の調査によると、全体の９割の大学等において通常の授業の開始

時期が延期されている［41］。緊急事態宣言終了後も多くの大学がオンライン授業を実施し、

学生が自宅から授業を受けられる体制の構築が進められた。 

 

② 授業方法への影響 

感染症拡大により多くの大学でオンライン授業が実施されたが、オンライン授業自体は

コロナ以前から認められており、一部の大学で積極的に行われていた。大学設置基準第 25

条第２項では「大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様な

メディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させることができる」

と定められている。 

オンライン授業は主にインターネット通信を利用して行う授業のことを指すが、文部科

学省の告示に従えば、リアルタイム型授業（ネット会議システムを利用して学生と教員が

同時にやり取りを行う授業など）とオンデマンド型授業（事前に作成した動画を配信する

授業など）に大別できる。対面授業と同等の教育効果を得るためには、同時双方向型のリ

アルタイム型授業に限らず、オンデマンド型授業でも、課題の添削指導や質疑応答の機会

を設けるなど、双方向型に近い環境を作る必要がある。 
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このようなオンライン授業の選択的な実施は、履修者の人数と大きく関わっている。2020

年秋学期の調査では、履修者が多くなるほどオンライン授業の割合が高くなることが示さ

れている。それに対してゼミナールなどの少人数の授業においては対面授業の割合が過半

数を超えている。また、大学院の講義も履修者の人数が少ないこともあり、対面授業の割

合が高い(図表 7)［42］。 

 

図表７ 授業の形態別の構成(2020 年秋学期) 

 

 

また、大規模大学ほどオンライン授業の割合が高い。授業種類と授業形態の関係を大学

規模別に整理すると、大学規模が小さいほど対面授業の割合が大きくなっている。例えば

ゼミナールに関しては、学生数 1,000 人未満の小規模大学では約８割が対面で行っている

が、8,000 人以上の大規模大学では５割にとどまっている(図表８)。 

  

30

45

58

75

47

29

31

34

18

41

41

24

8

8

12

0 20 40 60 80 100

講義(50人以上)

講義(50人未満)

ゼミナール

実験

大学院

(％)

対面 リアルタイム オンデマンド



 16

 

図表８ 授業の形態別の構成(授業種類と大学規模別)(2020 年秋学期) 

 

 

以上のように、オンライン授業の実施に関しては履修者の人数、大学の規模など様々な

要因により影響を受けていることがわかる。コロナ禍が教育に及ぼす影響を考える場合、

これら条件の違いを考慮に入れ、適切な対応をとることが求められており、一律の規制は

好ましくないといえる。基本的には規模や授業形態に応じて授業目標をいかに達成するか、

という視点から考えなければならない。 

 

③ 授業内容への影響 

多くの大学が緊急避難的にオンライン授業を実施したこともあり、学生のオンライン授

業に対する反応は各大学の大きな関心事であった。オンライン授業に関する学生の印象に

関して多くの調査が行われているが、文部科学省が実施した 2021 年３月の調査によるとオ

ンライン授業に関する良かった点としては、①自分の選んだ場所で授業が受けられること、

②自分のペースで学習できる点があげられている［43］。 

他方、オンライン授業の悪かった点としては、①友人と受けられない、②レポート等の

課題が多い、③質問等の双方向のやりとりの機会が少ない、④対面授業よりも理解がしに

くい、といった点があげられている。また、全体の満足度としては、不満に感じる割合よ

りも満足に感じる割合が多いという結果になっている。 

一方、オンライン授業を実施する教員に対する調査によると、オンライン授業のメリッ

トとしては、①教室外でも授業が可能、②学生が教材を見ることを前提にして授業が可能、

③授業内容・目的が明確化するなどがあげられている。オンライン授業の課題としては、

①授業の準備などに伴う時間の確保、②個々の学生の反応の把握、③授業の構成・方法・

学生の引きつけ方、学生を授業に参加させるための授業運営などがあげられている。 

コロナ禍以前においても既に LMS（Learning Management System）などは多くの大学で

導入されていたが、十分に活用されていたとは言い難い。しかし、コロナ禍を契機として、

ほぼすべての教員が LMS を使うようになったといえる。このような状況を確認したうえで、

今後の教育についての議論を行うことが求められている。 
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(3) コロナ後の社会において経営学教育はどうあるべきか 

① 大学教育の方向性 

オンライン授業は自分にあったペースでの学修が可能であり、やりかたによっては対面

授業よりも教員への質問が活発化するという事例も見られる。他方、現状のオンライン授

業では対面授業のようなきめ細やかな対応は困難であり、日常的な知的交流機会を確保す

ることは難しい。したがって、ICT 化のさらなる推進と対面での交流機会の確保が重要と

なる。具体的には ICT 化の推進として授業を履修する席での電源とまとまった充電スペー

スの確保、通信環境の整備は必要条件である。また対面授業や知的交流機会を確保するた

めに、用途に応じて机や椅子等のレイアウトが変更できる教室の確保や自主学習スペース

の充実が必要である。図書館の有効活用も検討に値する。 

大学設置基準において、卒業の要件としての単位数のうち、「遠隔授業の方法により習得

する単位数の上限」が 60 単位と規定されている(大学設置基準第 32 条第５項)。現在、新

型コロナウイルス感染症対策として、面接授業として予定されていた授業を遠隔授業とし

て実施しても、面接授業として卒業所要単位に含むことが特例措置として認められている。

さらに、コロナ後にこの制約を緩和することも議論されている。 

特定の授業について、面接授業なのか遠隔授業なのかを判断する基準は「授業時数の半

数が対面で行われているか」どうかである。授業時数の半数以上が対面で行われていれば

面接授業と判断され、そうでなければ遠隔授業として判断される。したがって、現在の設

置基準では 60 単位まで遠隔教育が可能であるが、残り 64 単位に関しても面接授業の中に

半分までは遠隔教育を取り入れることが計算上はできることになる。その場合、実質的に

は最大約 3/4 の授業コマ数で遠隔教育を行うことも可能となり、ほぼ通信制と変わらない

ような状況になると指摘できる。 

遠隔授業のメリットを生かし、面接授業の一部に遠隔授業を取り入れるハイブリッド型

の授業により授業の質を向上させることも考えられるが、現状は授業形態としては面接授

業か遠隔授業のどちらかであり、その割合についても明確な指針を示すことが必要である。

中央教育審議会大学分科会質保証システム部会における議論でも、面接授業と遠隔授業を

効果的に組み合わせたハイブリッド型教育の確立に向けたガイドラインの策定が望まれて

いる［44］。ハイブリッド型教育は今後の大学教育の方向性として十分考えられるが、教育

の質を確保するために、面接授業と遠隔授業の定義の見直しが必要である。 

 

③  経営学教育の方向性 

本報告書は学部における経営学教育を中心に議論を行ってきた。しかしながら、ポスト・

コロナ社会における大学院教育についても検討が必要である。特に経営学教育の場合には、

社会人に対するリカレント教育のニーズが一定程度存在している。日本経済団体連合会が

企業に対して実施したアンケート調査［45］によれば、約９割の企業が大学等が実施する

リカレント教育プログラムに対して関心を持っており、約８割の企業が社会人に配慮した

時間帯での授業開講を要望している。また約 7 割の企業がオンライン授業の拡充を要望し

ていることも明らかになっている（このアンケートの対象企業は経団連関連企業 83 社であ

り、調査期間は 2020 年 12 月から 2021 年１月である）。 

リカレント教育の可能性を考慮すると、大学院においてオンライン授業を実施するメリ
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ットは大きい。社会人は時間と場所に関して制約が大きく、教育を受ける機会が限られて

いるからである。リカレント教育に対する需要が高い経営学教育では、社会人向けのオン

ライン教育、とりわけリアルタイム型のオンライン授業は有効であろう。 

このようなオンラインを使ったリカレント教育は、経営学関係の学部学生の教育にとっ

ても有効となる可能性を持っている。学部学生が社会人とオンラインで情報を共有するこ

とで、現実の企業経営に触れることができるからである。オンラインによってこれまで困

難であったゲストスピーカーの講演が可能となる場合もある。オンラインによる情報流出

のリスクや、ゲストスピーカーの能力の問題など、克服されなければならない課題は多い

が、大学院生、学部生の双方にとって有益な授業となる可能性はあるであろう。 

 

５ まとめ 

本分科会での新型コロナウイルス感染症のパンデミックの調査と議論を踏まえ、ウィズ・

コロナあるいはポスト・コロナの時代にあるべき経営実践、経営学、経営学教育の在り方

について、以下のように要約する。 

コロナ禍による経営実践への影響を様々な観点から振り返ったが、その結果日本企業の

経営実態は大きな影響を受けたことが明らかになった。経営戦略や企業会計の根幹をなす、

情報の精度が格段に落ちたことが経営計画や将来の売り上げ予測、資金調達といった経営

行動の前提となる合理的予測を大きく阻害したことが示された。一方、従業員や消費者の

意識や行動はコロナ禍の発生当初は大きな変化を見せたが、コロナ禍の２年目を迎える頃

にはリモートワークやオンラインショッピングといった新たな行動様式が普及するなど、

ウィズ・コロナでの柔軟性が発揮された場面も観察できた。つまり、経営実践に与えるコ

ロナ禍の影響は短期的には合理的予測を困難にさせる劇的な変化が生じた一方で、デジタ

ルスキルを持つ従業員やオンラインショッピングや巣ごもり消費といった新たな消費動向

によるコロナ禍への適応の組み合わせであったといえる。 

こうした適応を生み出した要素は、企業、その従業員、消費者の有するスラック(余裕)

であった可能性がある。資金、販売チャネル、スペース、従業員のスキルや収入状況など

様々なスラックがコロナ禍という激変に対するレジリエンスを構築する土台となったこと

がうかがえる。このレジリエンスが事業継続性を担保し、ポスト・コロナ時代の新たなビ

ジネスモデルへの組織変革やその後の経営実践を支える基盤となる。一方で、こうしたス

ラックの多寡によって企業、従業員、消費者の中で格差が生じたり、さらに拡大したりし

た可能性も窺える。スラックを構築することが組織や個人のレジリエンス向上にとって重

要である。企業は、危機に際して事業や組織を機能させ続けるための事業継続計画（BCP）

を普段から構築し更新し備えるべきであるし、多様なステークホルダーのスラック構築を

支援していくべきである。こうした取り組みがひいてはＳDGｓの実現にもつながっていく

ものと信じる。 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響に関する研究課題の調査では、従業員

や消費者の行動変容など短期的な影響に関する研究が多いことがわかった。これらの影響

については、必ずしも負の影響ばかりではなく、リモートワークなど情報通信技術を活か

した地域における起業活動、成熟産業にある企業の事業転換、新たなビジネス機会の発生

など正の影響もあることにも注意すべきである。これらの研究は今後も積み重ねられ、今
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回のパンデミックの経営に及ぼす広範囲にわたる長期的な影響も含めた全体像を明らかに

するとともに、理論との結びつけが進められ、このような世界的災厄に直面した時の経営

についての基礎的知見をもたらすと思われる。また、上述のポスト・コロナ時代の経営実

践の基盤とすべく、レジリエンスやロジスティクス、ソーシャル・マーケティングという

課題に取り組む研究をさらに進める必要がある。 

経営学教育に関しては根本的な制度改革の議論が必要である。実践的な経営学教育を推

進するという観点から、オンライン教育の質保証だけでなく、現場教育をいかに取り戻す

かが重要となる。また、企業経営の変化に応じて経営学教育も当然変わらなければならな

い。経営実践や経営学の変化を踏まえた、長期的な視点から、カリキュラムの改変も含め

た経営学教育の在り方についての議論が必要である。 

現状は大学の規模や履修者数によりオンライン授業の導入の程度は異なるため、多様性

に応じた、柔軟で適切な対応をとる必要がある。特にオンライン授業でも双方向型に近い

環境を作るなど、授業目的の達成という観点から授業の在り方を検討しなければならない。

オンライン授業への評価は分かれるが、導入は不可避であり、学生や教員の意見を踏まえ

て、今後の在り方を議論する必要がある。 

また、オンライン授業におけるオンデマンド型授業とリアルタイム型授業の明確化とと

もに、ハイブリッド型の導入の検討も必要である。「遠隔授業の方法により習得する単位数

の上限」については慎重な議論が必要である。基本的には対面授業の重要性は少しも失わ

れておらず、安易な緩和は授業の質を落とす危険性がある。新たな授業形態も含めて授業

の在り方についての議論が必要である。 

実践的な経営学教育においては、現場教育の重要性を前提として、オンライン授業のメ

リットを生かして、どのように授業の質を高めていくのかが議論されなければならない。

そのような授業展開のひとつとして、大学院のリカレント教育と学部教育の融合も検討に

値するであろう。コロナ禍を契機として、授業の在り方についての慎重な議論が必要であ

る。 

以上のように、新型コロナウイルス感染症は、企業の経営実践や経営学研究・教育に甚

大な影響を及ぼしてきた。それぞれの側面において、ポスト・コロナの時代に向けて、企

業そのものが事業継続計画の策定及び活用を通して、危機に直面した時のフレキシブルか

つ迅速な適応能力を強めるとともに、社会のレジリエンス能力を高めるように機能するこ

とが重要であることが明らかとなった。経営学もこうした経営及び社会・経済活動のレジ

リエンス能力やコミュニケーション能力、ロジスティクス能力を高める研究を進める必要

がある。経営学教育においても、そうした経営実践や経営学の変化を踏まえつつ、オンラ

イン授業などのコロナ禍で普及したレガシーをうまく活用しながら、教育の質を落とさな

いよう、長期的観点に立って変革を進めるべきである。 

経営実践、経営学、経営学教育におけるこれらの変革は、危機が生じる前に備えていか

なければならない。危機感が薄れていく平時において、いかに、企業などの経営や、経営

学研究者および教育者が、かかる緊急事態において、いかなる社会的役割を果たすことが

できるか、あるいは果たしていくべきなのか、長期の視点から再考し、備えて行動してい

く必要がある。 
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